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都道府県 

各 指定都市 児童福祉主管部（局）長 殿 

中 核 市 

 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 

（公 印 省 略） 

 

 

 

要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応について 

 

 

 虐待を受けている子どもをはじめ、要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため、市町

村が設置する要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」という。）においては、関係機関

で子どもとその家族に関する情報や支援方針を共有し、適切な連携の下で対応していくこと

としている。 

 今般、厚生労働省では、要対協を対象として、「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもたち

をどのように捉えているかなど、その実態について調査を実施したところである。（「ヤング

ケアラーの実態に関する調査研究」（平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業。以

下「実態調査」という。）） 

 本実態調査の結果、ヤングケアラーの概念を認識している要対協は３割弱にとどまってお

り、ヤングケアラーの概念を認識している要対協であっても、当該子どもの生活実態を把握

しているのは半数程度であった。 

 ついては、本実態調査の結果を踏まえ、要対協においてヤングケアラーの概念について認

識をいただくとともに、関係機関によりヤングケアラーに対する支援が行われるよう、下記

について適切な対応を図られるようお願いする。 

 都道府県にあっては、管内市区町村（指定都市・中核市を除く。）に対して周知していた

だくよう併せてお願いする。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づ

く技術的な助言である。 
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記 

 

 

１．ヤングケアラーの概念について 

  実態調査では、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、大人

が担うような家族の介護（障がい・病気・精神疾患のある保護者や祖父母への介護など）

や世話（年下のきょうだいの世話など）をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼし

ている 18 歳未満の子どもを「ヤングケアラー」と定義されている。 

  実態調査では、ヤングケアラーの４割以上が、１日平均５時間以上、介護や世話を行っ

ており、また、ヤングケアラーの３割以上が学校にあまり行けていない（休みがち）とい

った状況にある。 

子どもの中には、こうした家族の介護等が必要なことにより、子どもの健やかな成長や

生活への影響からネグレクトや心理的虐待に至っている場合があることを認識する必要

がある。 

  なお、今年度の厚生労働省の調査研究事業において、こうした子どもや家族を適切に把

握するためのアセスメントツールの開発について研究を実施する予定であるので、併せて

お知らせする。 

 

 

２．要対協に求められる役割について 

  １．のヤングケアラーの概念について、要対協調整機関は、構成機関に対して周知し、

実態把握に努めるとともに、要対協に登録されている子どもや、新規に登録を検討する際

や、その支援方針を検討する際には、ヤングケアラーではないかという観点から家族の要

介護者等の有無やその支援の状況、子どもの学校の出欠状況など家族全体の状況を共有し

てアセスメントすることが重要である。 

  実態調査によれば、特に子どもは、自分自身がヤングケアラーであると認識しているこ

とが少なく、学校からの情報を契機として要対協にケース登録される割合が高いといった

結果に留意の上、学校・教育委員会との情報共有に努められたい。 

  また、支援方針を策定する上で、家族に要介護者等がいる場合には、その介護・世話等

の実態を踏まえた上で、養育支援訪問事業による家事援助や介護保険サービス、障害福祉

サービスなど適切な支援につなげていくよう留意するとともに、高齢者福祉、障害者福祉

部局などの関係部署との連携を図られたい。 

 

 

（参照ＵＲＬ）ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書（三菱ＵＦＪリサーチ＆コン

サルティング） 

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2019/04/koukai_190426_14.pdf 
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2020年3月23日（月）まで

内閣府、文部科学省、厚生労働省、東京都、一般社団法人日本子ども虐待防止学会、公益財団法人 SBI 子ども希望財団、

読売新聞社、全国社会福祉協議会、全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全国母子生活支援施設協議会、

全国保育協議会、全国保育士会、全国自立援助ホーム協議会（予定）

後援

認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク主催

“オレンジリボン運動”で検索してください。“オレンジリボン運動”で検索してください。 検索オレンジリボン運動

  
2020
2020

公式
ポスターコンテスト

子ど
も虐待

防止オレンジリボン運動

「子ども虐待防止オレンジリボン運動」を広めるための

啓発ポスターのデザインを広く募集いたします。

「子ども虐待防止オレンジリボン運動」を広めるための

啓発ポスターのデザインを広く募集いたします。

作品募集 応募締切

オレンジリボン運動とは、

子ども虐待防止のシンボル

マークとしてオレンジリボン

を広めることで、子どもへ

の虐待をなくすことを呼び

かける市民運動です。

「ＮＰＯ法人児童虐待防止

全国ネットワーク」が総合

窓口を担っています。

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

イラスト：オレンジリボン公式ポスターコンテスト2019 最優秀賞（長田 裕子 さん）

ち
い

さ
な

手
の

ひ
ら

　
　
　

　
　

た
し

か
な

未
来 
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投

票
によって決

定

オレンジ
リボン
サポーター

2万人の

 

 

オレンジリボン公式ポスターコンテスト 2019　最優秀賞受賞作品　長田 裕子さん

認定NPO法人 児童虐待防止全国ネットワーク　オレンジリボン運動事務局

URL http://www.orangeribbon.jp 

後援：内閣府、文部科学省、厚生労働省、（一社）日本子ども虐待防止学会、（公財）ＳＢＩ子ども希望財団、読売新聞社　他

ちいさな手のひら　たしかな未来

 

「虐待かな？」と思ったら、

児童相談所全国共通ダイヤル へ189
ハヤ クイチ

・秘密は守られます。匿名でもかまいません。

・子育てについてどこに相談してよいかわからない時もご連絡ください。

・一部のＩＰ電話からは利用できません。

子ども虐待防止

オレンジリボン運動

2019 年度の受賞者のコメント 【2019 年度 受賞結果はこちらから】http://www.orangeribbon.jp/info/npo/2019/07/2019-3.php

長田 裕子 さん

おさだ　 ゆうこ

にしむら くまがい  けいご

このような賞を頂き、驚きと感動でいっぱいで

す。以前保育園に勤めていたのですが、現場を離

れてからも子どもたちの力になれたことが、嬉し

くて仕方ないです。多くの子どもたちが幸せで健

やかに育っていける社会を心から願います。

最優秀作品については、児童虐待防止全国ネットワークが

使用する2020年度啓発ポスター・チラシ等に使用いたし

ます。

また、特別賞として各共催より選ばれた作品は、その企業・

団体が子ども虐待防止啓発活動で独自に使用いたします。

駿河台大学メディア情報学部 教授　城井 光広氏

株式会社電通 クリエーティブディレクター　吉田 豊氏

全国児童養護施設協議会 会長　桑原 教修氏 

読売新聞東京本社 社会保障部　部長　山本 広海氏

認定 NPO 法人児童虐待防止全国ネットワーク　吉田 恒雄

※特別賞は各共催企業・団体様にて選定いたします。

● B2 タテのポスター

●イラストレーター、Photoshop等を
　使用して制作

● jpgまたはPDFで応募

2020年3月23日（月）

24時まで

※専用フォームから
ご応募ください。

オレンジリボン運動 検索

認定NPO法人
児童虐待防止全国ネットワーク
公式ポスターコンテスト事務局

〒156-0043東京都世田谷区松原1-45-10
KTスクエアー4B

E-MAIL：info@orangeribbon.jp

最優秀賞
優秀賞

オレンジリボンサポーター賞

企業・団体賞（共催企業、団体毎）

1次審査通過者

賞金10万円 、表彰盾

賞金    3 万円 、表彰盾

賞金    3 万円 、表彰盾

記念品、表彰盾

公式オレンジリボン
グッズ贈呈

公式ポスター
の部

特別賞

1名

1 名

1名

 

150名

表彰式表彰式
HPにて発表

6月下旬 7月中7月中

3月下旬～4月下旬3月下旬～4月下旬
2020年3月23日2020年3月23日月

応募締切

2019年12月2019年12月

作品募集開始

一次審査・二次審査・サポーター投票

応募形態

応募方法

応募締切

お問合せ

コンテスト詳細・応募方法は、

オレンジリボン運動ホームページより

コンテストのバナーを
クリック

20202020

子ども虐待防止オレンジリボン運動

募集要項

※必ずお読み
ください

公式ポスターコンテスト作品募集

参加賞

西村 あゆさん 熊谷 圭悟さん

使用
用途

審査
委員

スケジュール
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１
．
目

的

厚
生
労
働
省
及
び
関
係
団
体
が
主
唱
し
、
毎
年
１
０
月
を
「
里
親
月
間
（
里
親
を
求
め
る
運
動
）
」
と
定
め
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相

談
所
設
置
市
が
管
内
市
町
村
や
、
児
童
福
祉
施
設
、
里
親
支
援
機
関
、
各
地
域
の
里
親
会
や
社
会
福
祉
協
議
会
等
の
関
係
機
関
並
び
に
関
係
団
体
の

協
力
を
得
な
が
ら
、
①
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
里
親
制
度
に
関
す
る
広
報
活
動
を
展
開
、
②
新
規
里
親
の
開
拓
を
行
う
な
ど
里
親
委
託
を
促
進
、
③

里
親
家
庭
に
お
い
て
適
切
な
養
育
を
確
保
し
里
親
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
里
親
支
援
の
充
実
を
図
り
、
併
せ
て
、
④
里
親
組
織
の
育
成
等

に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
里
親
制
度
の
一
層
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
．
主
唱
・
協
力

主
唱
：
厚
生
労
働
省
、
公
益
財
団
法
人
全
国
里
親
会
、
一
般
社
団
法
人
日
本
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
協
議
会

協
力
：
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
、
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
、
全
国
児
童
養
護
施
設
協
議
会
、
全
国

乳
児
福
祉
協
議
会
、
全
国
母
子
生
活
支
援
施
設
協
議
会
、
全
国
児
童
自
立
支
援
施
設
協
議
会
、
全
国
児
童
心
理
治
療
施
設
協
議
会
、
全
国
自

立
援
助
ホ
ー
ム
協
議
会
、
全
国
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
協
議
会
、
公
益
財
団
法
人
日
本
財
団
、
全
国
児
童
相
談
所
長
会
、
全
国
民
生
委
員

児
童
委
員
連
合
会
、
全
国
保
育
協
議
会
、
公
益
社
団
法
人
全
国
私
立
保
育
園
連
盟
、
社
会
福
祉
法
人
日
本
保
育
協
会
、
公
益
社
団
法
人
日
本

P
T
A
全
国
協
議
会
、
一
般
財
団
法
人
児
童
健
全
育
成
推
進
財
団
、
全
国
地
域
活
動
連
絡
協
議
会
、
N
P
O
法
人
子
育
て
ひ
ろ
ば
全
国
連
絡
協
議

会

「
里
親
月
間
（
里
親
を
求
め
る
運
動
）
」
に
つ
い
て

「
里
親
月
間
（
里
親
を
求
め
る
運
動
）
」
に
つ
い
て

３
．
取
組
方
針

月
間
期
間
中
、
以
下
の
基
本
的
な
方
針
に
よ
り
取
り
組
む
。

（
１
）

里
親
制
度
の
普
及
啓
発
の
強
化
を
図
り
、
児
童
福
祉
関
係
機
関
・
施
設
は
も
と
よ
り
病
院
や
学
校
、
企
業
・
事
業
所
、
地
域
住
民
等
へ
の
理

解
を
促
す
こ
と
に
よ
り
、
社
会
全
体
で
里
親
を
支
援
す
る
気
運
づ
く
り
を
行
う
。

（
２
）

新
規
里
親
を
積
極
的
に
開
拓
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
未
委
託
里
親
へ
の
委
託
を
進
め
る
な
ど
、
里
親
委
託
数
を
増
加
さ
せ
る
。

（
３
）

里
親
等
へ
の
研
修
等
を
充
実
し
、
里
親
の
養
育
技
術
の
一
層
の
向
上
を
図
る
。

（
４
）

児
童
相
談
所
、
里
親
支
援
機
関
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
よ
る
里
親
支
援
の
一
層
の
拡
充
を
図
る
。

（
５
）

里
親
組
織
等
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
活
動
の
活
性
化
を
図
る
。
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（
配
付
先
）

・
自
治
体
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
）

・
鉄
道
会
社
（
東
急
、
京
王
、
小
田
急
、
西
武
、
京
成
、
東
武
）

※
10
月
の
全
部
又
は
一
部
期
間
中
、
駅
構
内
へ
の
掲
示
を
依
頼

・
都
道
府
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

・
地
方
厚
生
（
支
）
局

（
ポ
ス
タ
ー
）

（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）

①
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
付
・
掲
示

＜
表
面
・
裏
面
（
制
度
概
要
）
＞

・
「
里
親
の
種
類
」
や
、
「
里
親
に

な
る
ま
で
の
流
れ
」
、
「
里
親
へ

の
支
援
」
な
ど
に
つ
い
て
紹
介

＜
中
面
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
）
＞

・
「
双
子
の
里
親
に
な
っ
た
方
」
、

「
里
親
家
庭
で
育
っ
た
方
」
、

「
今
ま
で
８
人
の
里
親
に
な
っ
た

方
」
な
ど
の
声
を
紹
介

令
和
元
年
度
里
親
月
間
を
中
心
と
し
た
厚
生
労
働
省
の
取
組

－466－



（
補
助
事
業
等
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
（
（
株
）
読
売
新
聞
社
）

・
新
聞
広
告
（
９
月
30
日
読
売
新
聞
夕
刊
、
1
0月

１
日
読
売
新
聞
朝
刊
）

・
里
親
制
度
に
関
す
る
特
設
サ
イ
ト
設
置

・
里
親
月
間
中
、
BS
日
テ
レ
に
て
CM
放
映

・
Yo
ut
u
be
動
画
制
作

（
政
府
広
報
等
）

・
報
道
発
表

※
月
間
中
の
広
報
・
イ
ベ
ン
ト
活
動
、
地
方
自
治
体
の
取
り
組
み
事
例
等
を
紹
介

・
厚
生
労
働
省
tw
it
te
r

・
厚
生
労
働
省
fa
ce
bo
ok

・
広
報
誌
「
厚
生
労
働
」
（
記
事
掲
載
）

・
広
報
誌
「
共
同
参
画
」
（
情
報
掲
載
）

・
政
府
広
報
Ya
h
oo
!バ

ナ
ー
広
告

・
首
相
官
邸
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
（
情
報
掲
載
）

・
厚
生
労
働
省
HP
カ
ル
ー
セ
ル
枠
（
情
報
掲
載
）

②
広
報
媒
体
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
各
種
広
報
の
実
施

－467－



≪
思
い
が
け
な
い
妊
娠
に
戸
惑
い
、
悩
ん
で
い
る
方
向
け
≫

特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
・
啓
発
に
つ
い
て

（
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
表
面
）
）

（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
裏
面
）
）

○
厚
生
労
働
省
で
は
、
特
別
養
子
縁
組
制
度
に
つ
い
て
の
普
及
・
啓
発
を
進
め
て
い
ま
す
。
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≪
特
別
養
子
縁
組
に
よ
り
親
に
な
る
こ
と
を
希
望
さ
れ
る
方
向
け
≫

（
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
表
面
）
）

（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
裏
面
）
）

－469－



≪
産
科
医
療
機
関
を
中
心
と
す
る
医
療
関
係
者
の
方
向
け
≫

（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
表
面
）
）

（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（
裏
面
）
）

※
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ
（
ht
tp
:/
/
ww
w.
mh
lw
.g
o
.j
p
/
st
f
/s
ei
sa
ku
ni
t
su
it
e/
bu
n
ya
/0
00
01
6
91
58
.h
tm
l
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
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１
．

目
的

離
婚
に

よ
る
ひ
と

り
親

世
帯

等
、
父
又

は
母

と
生

計
を
同
じ

く
し

て
い

な
い
児
童

が
育

成
さ

れ
る
家
庭

の
生

活
の

安
定
と
自

立
の

促
進

に
寄

与
す

る
た
め
、

当
該

児
童

に
つ
い
て

手
当

を
支

給
し
、
児

童
の

福
祉

の
増
進
を

図
る

。
（

平
成

22
年

８
月

よ
り

父
子
家
庭

も
対

象
）

２
．

支
給
対

象
者

18
歳

に
達

す
る
日

以
後

の
最

初
の
３
月

31
日

ま
で

の
間
に
あ

る
児

童
（

障
害
児
の

場
合

は
20
歳

未
満
）

を
監

護
す

る
母
、
監

護
し

、
か

つ
生
計

を
同
じ
く

す
る

父
又

は
養
育
す

る
者

（
祖

父
母
等
）

。

３
．

支
給
要

件
父

母
が

婚
姻
を
解

消
し

た
児

童
、
父
又

は
母

が
死

亡
し
た
児

童
、

父
又

は
母
が
一

定
程

度
の

障
害
の
状

態
に

あ
る

児
童
、
父

又
は

母
の

生
死

が
明

ら
か
で
な

い
児

童
な

ど
を
監
護

等
し

て
い

る
こ
と
。

※
た
だ
し

、
国

内
に

住
所

を
有

し
な

い
と

き
、
児
童
が
父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
と
き
、
母
又
は
父
の
配
偶
者
に
養
育

さ
れ

る
と

き
等

は
支

給
さ

れ
な

い
。

平
成
2
6
年
1
2月

よ
り

、
受

給
者

等
の

年
金
額
が
手
当
額
を
下
回
る
場
合
は
、
そ
の
差
額
分
の
手
当
を
支
給
。

４
．

手
当
月

額
（
令
和

２
年

４
月

か
ら
の
見

込
額

）
・
児
童
１
人
の

場
合

全
部
支
給
：

４
３
，
１
６
０
円

一
部

支
給
：
４
３
，
１
５
０
円
か
ら
１
０
，
１
８
０
円
ま
で

・
児
童
２
人
以

上
の
加
算
額

[
２
人
目
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全
部
支
給
：

１
０
，
１
９
０
円

一
部

支
給
：
１
０
，
１
８
０
円
か
ら

５
，
１
０
０
円
ま
で

[
３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き

]
 
全
部
支
給
：
６
，
１
１
０
円

一
部

支
給
：

６
，
１
０
０
円
か
ら

３
，
０
６
０
円
ま
で

５
．

所
得
制

限
限
度
額

（
収

入
ベ

ー
ス
）

・
全
部

支
給
（

２
人

世
帯

）
１
６

０
万

円
・

一
部

支
給
（

２
人

世
帯

）
３
６

５
万

円

６
．

受
給
状

況
・

平
成

31
年
３

月
末

現
在

の
受

給
者
数
（

概
数

値
）

９
４
０

，
６

９
６

人
（
母
：

8
8
6
,
2
3
9
人
、
父
：
5
0
,
0
0
3
人
、
養
育
者
：
4
,
4
5
4
人
）

７
．

予
算
額

（
国
庫
負

担
分

）
［
令

和
２
年

度
予

算
案

］
１
，
５

９
８

．
７

億
円

（
令

和
元

年
度

予
算
額

２
，

０
７

４
．
８
億

円
）

８
．

手
当
の

支
給
主
体

及
び

費
用

負
担

・
支

給
主

体
：
都

道
府

県
、

市
及
び
福

祉
事

務
所

設
置
町
村

・
費
用

負
担
：
国

1
/3
 
 都

道
府
県
、

市
及

び
福

祉
事
務
所

設
置

町
村

2/
3

児
童
扶
養
手
当
制
度
の
概
要
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裁
判
所
に
お
け
る
不
動
産
競
売
の
一
般
的
な
流
れ

Ｈ
２
８
．
９

法
務
大
臣
か
ら
法
制
審
議
会
へ
諮
問

Ｈ
２
８
．
１
１
～

法
制
審
部
会
で
の
調
査
審
議
開
始

検
討
の
経
過

Ｈ
２
９
．
９

中
間
試
案
の
取
り
ま
と
め

Ｈ
３
０
．
６

追
加
試
案
（ハ
ー
グ
条
約
実
施
法
）の
取
り
ま
と
め

Ｈ
３
０
．
１
０
．
４
要
綱
の
取
り
ま
と
め
・
答
申

●
強
制
執
行
の
申
立
て
に
は
，
執
行
の
対
象
と
な
る
債
務
者
の
財
産
を
特
定
す
る
こ
と
が
必
要

●
平
成
１
５
年
に
，
債
務
者
の
財
産
に
関
す
る
情
報
を
債
務
者
自
身
の
陳
述
に
よ
り
取
得
す
る
手
続
と
し
て
，
「
財
産
開
示
手
続
」
を
創
設

⇒
し
か
し
，
「
財
産
開
示
手
続
」
の
利
用
実
績
は
年
間
１
０
０
０
件
前
後
と
低
調

債
務
者
財
産
の
開
示
制
度
の
実
効
性
を
向
上
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘

背 景

【
新
制
度
の
概
要
】

★
金
融
機
関
（
銀
行
，
信
金
，
労
金
，
信
組
，
農
協
，
証
券
会
社
等
）
か
ら
，
①
預
貯
金
債
権
や
②
上
場
株
式
，
国
債
等
に
関
す
る
情
報
を
取
得

★
登
記
所
か
ら
，
③
土
地
・
建
物
に
関
す
る
情
報
を
取
得

★
市
町
村
，
日
本
年
金
機
構
等
か
ら
，
④
給
与
債
権
（
勤
務
先
）に
関
す
る
情
報
を
取
得

債
務
者
以
外
の
第
三
者
か
ら
の
情
報
取
得
手
続
を
新
設

裁 判 所

銀
行
等
の

金
融
機
関

情
報
提
供

を
命
令

回
答

債
権
者
が

情
報
取
得

市
町
村

年
金
機
構
等

債 権 者
申
立
て

裁 判 所

財
産
開
示
期
日
（
非
公
開
）

【
見
直
し
の
概
要
】

★
現
行
の
財
産
開
示
手
続
を
よ
り
利
用
し
や
す
く
実
効
的
な
も
の
に
す
る

見
直
し
①

裁 判 所
申
立
て

債 務 者

・裁
判
所
に
出
頭

・自
己
の
財
産
に
関
す
る
陳
述

手
続
の

実
施
を

決
定

債 権 者

現
行
の
財
産
開
示
手
続
の
見
直
し

現
行
制
度
で
は
，
債
務
者
の
不
出
頭
や
虚

偽
陳
述
に
対
す
る
罰
則
（３
０
万
円
以
下
の
過

料
）が
弱
い

不
出
頭
等
に
は
刑
事
罰
（６
か
月
以
下
の
懲

役
又
は
５
０
万
円
以
下
の
罰
金
）に
よ
る
制
裁
を

科
し
て
，
手
続
の
実
効
性
を
向
上
さ
せ
る

見
直
し
②

民
事
執
行
法
及
び
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要

登
記
所

※
給
与
債
権
に
関
す
る
情
報
取
得
手
続
は
，養
育
費
等
の
債
権
や
生
命
・身
体
の

侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
債
権
者
の
み
が
申
立
て
可
能

Ｈ
３
１
．
２
．
１
９
閣
議
決
定
・
国
会
提
出

Ｒ
１
．
５
．
１
０

成
立
（
Ｒ
１
．
５
．
１
７
公
布
）

債
務
者
財
産
の
開
示
制
度
の
実
効
性
の
向
上
【民
事
執
行
法
の
改
正
】

第
１

現 行 制 度 の 課 題 と 見 直 し の 方 向

第
１
－
１

第
１
－
２

現
行
制
度
で
は
，
手
続
の
申
立
権
者
が
，

確
定
判
決
等
を
有
す
る
債
権
者
に
限
定

申
立
権
者
の
範
囲
を
拡
大
し
て
，
仮
執
行
宣
言

付
判
決
を
得
た
者
や
，
公
正
証
書
に
よ
り
金
銭

（
例
え
ば
養
育
費
な
ど
）
の
支
払
を
取
り
決
め
た

者
等
も
利
用
可
能
に
す
る
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3

●
公
共
事
業
や
企
業
活
動
等
か
ら
の
暴
力
団
排
除
の
取
組
が
官
民
を
挙
げ
て
行
わ
れ
て
お
り
，
民
間
の
不
動
産
取
引
で
も
暴
力
団
排
除
の
取
組
が
進
展

●
現
行
の
民
事
執
行
法
に
お
い
て
暴
力
団
員
の
買
受
け
自
体
を
制
限
す
る
規
定
な
し

⇒
約
２
０
０
の
暴
力
団
事
務
所
の
物
件
が
不
動
産
競
売
の
経
歴
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
（
全
国
の
暴
力
団
事
務
所
は
約
１
７
０
０
箇
所
）
【
警
察
庁
調
べ
】

●
「
世
界
一
安
全
な
日
本
」
創
造
戦
略

(H
25

.1
2閣
議
決
定

)
⇒

「
不
動
産
競
売
・
公
売
へ
の
暴
力
団
の
参
加
防
止
等
の
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る
」

●
不
動
産
競
売
事
件
は
年
約
２
万
３
０
０
０
件
（
平
成
２
８
年
）

背
景

裁
判
所
に
お
け
る
不
動
産
競
売
の
一
般
的
な
流
れ

【
新
制
度
の
概
要
】

★
裁
判
所
の
判
断
に
よ
り
暴
力
団
員
，
元
暴
力
団
員
，
法
人
で
役
員
の
う
ち
に
暴
力
団
員
等
が
い
る
も
の
等
が
買
受
人
と
な
る
こ
と
を
制
限

（
※
）
「
元
暴
力
団
員
」
：
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
て
か
ら
５
年
を
経
過
し
な
い
者

★
暴
力
団
員
等
で
な
い
者
が
，
暴
力
団
員
等
の
指
示
に
基
づ
き
買
受
け
の
申
出
を
す
る
こ
と
も
制
限

→
例
え
ば
，
買
受
人
自
身
は
暴
力
団
員
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
，
暴
力
団
員
が
買
受
人
に
資
金
を
渡
す
な
ど
し
て
買
受
け
を
さ
せ
て
い
た
場
合
も
，
買
受
け
を
制
限

現
行
制
度
の
課
題
と
見
直
し
の
方
向

申
立
て

入
札
期
間

開
札
期
日

（
最
高
価
買
受

申
出
人
の
決
定
）

売
却
許
可
・

不
許
可
決
定

売
却
へ

虚
偽
の
陳
述
に
は
刑
事

罰
（
６
か
月
以
下
の
懲
役

又
は
５
０
万
円
以
下
の
罰

金
）
に
よ
る
制
裁

裁
判
所
に
お
け
る
不
動
産
競
売
の
手
続

暴
力
団
員
等
に
該
当
し
な
い

こ
と
等
を
陳
述

買
受
申
出
人

最
高
価
買
受
申
出
人
が

暴
力
団
員
等
に
該
当
す
る
か
否
か

を
警
察
へ
照
会

裁
判
所

暴
力
団
員
等
に
該
当
す
る

こ
と
等
が
認
め
ら
れ
れ
ば

売
却
不
許
可
決
定

裁
判
所

不
動
産
競
売
に
お
け
る
暴
力
団
員
の
買
受
け
防
止
の
方
策
【
民
事
執
行
法
の
改
正
】

第
２
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裁
判
所
に
お
け
る
不
動
産
競
売
の
一
般
的
な
流
れ

3

●
国
内
の
子
の
引
渡
し
の
強
制
執
行
：
現
行
法
に
お
い
て
明
文
な
く
，
動
産
に
関
す
る
規
定
を
類
推
適
用

⇒
裁
判
の
実
効
性
を
確
保
し
つ
つ
，
子
の
利
益
に
配
慮
す
る
等
の
観
点
か
ら
，
規
律
を
明
確
化
す
る
必
要
あ
り

●
国
際
的
な
子
の
返
還
の
強
制
執
行
：国
内
と
同
様
の
観
点
か
ら
規
律
を
整
備
す
る
必
要
あ
り

※
ハ
ー
グ
条
約
上
，
利
用
可
能
な
手
続
の
う
ち
最
も
迅
速
な
手
続
を
用
い
る
と
の
規
定
あ
り

●
国
内
の
子
の
引
渡
し
の
強
制
執
行
は
年
間
１
０
０
件
程
度
（
国
際
的
な
子
の
返
還
の
代
替
執
行
は
年
間
１
，
２
件
程
度
）

背 景

執
行

裁
判
所

申
立
て

【
新
制
度
の
概
要
】

★
執
行
裁
判
所
が
執
行
機
関
と
な
り
，
執
行
官
に
子
の
引
渡
し
の
実
施
を

命
ず
る
旨
を
決
定

★
執
行
官
が
執
行
場
所
に
赴
き
，
債
務
者
に
よ
る
子
の
監
護
を
解
い
て

債
権
者
に
引
渡
し

執
行
官
に

子
の
引
渡
し

の
実
施
を

命
ず
る
旨

を
決
定

債 権 者
子

債 務 者

引
渡
し
を

実
現

債 権 者

子
と
債
務
者
が
共
に
い
る
こ
と

（同
時
存
在
）は
不
要
と
し
つ
つ
，

子
の
利
益
に
配
慮
し
，
債

権
者
の
出
頭
を
原
則
化

子
と
債
務
者
が
共
に
い
る
こ
と

（同
時
存
在
）は
不
要
と
し
つ
つ
，

子
の
利
益
に
配
慮
し
，

債
権
者
の
出
頭
を
原
則
化

申
立
て
に
一
定
の
要
件
を
付
加

・
間
接
強
制
で
は
引
渡
し
の
見
込

み
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い

・
子
の
急
迫
の
危
険
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
等

現
行
制
度
の
課
題
と
見
直
し
の
方
向

執 行 官

国
際
的
な
子
の
返
還
の
強
制
執
行
に
関
す
る
規
律
の

見
直
し

【
ハ
ー
グ
条
約
実
施
法
の
改
正
】

間
接
強
制
前
置
を
不
要
と
し
つ
つ
，

子
の
利
益
に
配
慮
し
，

申
立
て
に
一
定
の
要
件
を
付
加

・
間
接
強
制
で
は
返
還
の
見
込
み
が
あ

る
と
は
認
め
ら
れ
な
い

・
子
の
急
迫
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
が
あ
る

等

同
時
存
在
の
要
件
を
不
要
と
し
つ
つ
，

子
の
利
益
に
配
慮
し
，

債
権
者
の
出
頭
を
原
則
化

執
行

裁
判
所

申
立
て

執
行
官
に

子
の
返
還
の

実
施
を
命
ず
る

旨
を
決
定

執 行 官

間 接 強 制 手 続

子

債 務 者

返
還
を

実
現

債 権 者

間
接
強
制
前
置

が
常
に
必
要

【
現
行
制
度
】

子
と
債
務
者
が

共
に
い
る
こ
と

（
同
時
存
在
）
が
必
要

見
直
し
①

見
直
し
②

返 還 実 施 者

返
還
実
施
者

（
債
権
者
に
限

ら
れ
な
い
）
の

出
頭
が
必
要

ハ
ー
グ
条
約
実
施
法
に
も
同
様
の
規
律
を
採
用

国
内
の
子
の
引
渡
し
の
強
制
執
行
に
関
す
る
規
律

の
明
確
化

【
民
事
執
行
法
の
改
正
】

国
内
の
子
の
引
渡
し
の
強
制
執
行
に
関
す
る
規
律
の
明
確
化

国
際
的
な
子
の
返
還
の
強
制
執
行
に
関
す
る
規
律
の
見
直
し

第
３

第
３
－
１

第
３
－
２

－475－



★
公
布
の
日
（
Ｒ
１
．
５
．
１
７
）
か
ら
１
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

★
の
う
ち
，
登
記
所
か
ら
債
務
者
の
不
動
産
に
関
す
る
情
報
を
取
得
す
る
手
続
は
，
公
布
の
日
（
Ｒ
１
．
５
．
１
７
）
か
ら

２
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
運
用
開
始

民
事
執
行
法
の
そ
の
他
の
見
直
し

【
民
事
執
行
法
の
改
正
】

第
４

差
押
禁
止
債
権
を
め
ぐ
る
規
律
の
見
直
し

【
背
景
】

●
債
権
の
差
押
え
に
よ
り
債
務
者
の
生
活
が
困
窮
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
，
現
行
法
に
は
，
債
務
者
が
，
差
押
命
令
の
取
消
し
を
求
め
る
制
度
（
差
押
禁
止
債
権

の
範
囲
変
更
の
制
度
）
が
あ
る
。

●
し
か
し
，
現
状
で
は
，
①
債
務
者
が
こ
の
制
度
の
存
在
を
十
分
に
認
識
し
て
い
な
い
，
②
債
務
者
が
申
立
て
の
準
備
を
し
て
い
る
間
に
差
押
債
権
者
に
よ
っ
て
差
押

債
権
が
取
り
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
，
な
ど
の
理
由
に
よ
り
，
こ
の
制
度
が
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。

【
見
直
し
の
概
要
】

★
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
変
更
の
制
度
の
存
在
を
，
裁
判
所
書
記
官
が
債
務
者
に
対
し
て
教
示

★
給
与
等
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
場
面
に
お
い
て
，
債
務
者
が
差
押
禁
止
債
権
の
範
囲
変
更
の
申
立
て
の
た
め
の
準
備
期
間
を
１
週
間
か
ら
４
週
間
に
伸
長

（こ
の
準
備
期
間
中
は
取
立
て
が
で
き
な
い
）

債
権
執
行
事
件
の
終
了
を
め
ぐ
る
規
律
の
見
直
し

【
見
直
し
の
概
要
】

★
債
権
執
行
事
件
に
お
い
て
，
債
権
者
が
取
立
て
の
届
出
等
を
せ
ず
に
長
期
間
（
２
年
以
上
）
に
わ
た
っ
て
漫
然
と
事
件
を
放
置
し
続
け
て
い
る
場
面
に
お
い
て
，

執
行
裁
判
所
の
決
定
に
よ
り
事
件
を
終
了
さ
せ
る
た
め
の
仕
組
み
を
導
入

第
４
－
１

第
４
－
２

施
行
日

【
第
１
～
第
４
全
体
】

第
５

第
１
－
１

－476－

TTYIY
テキスト ボックス
資料94



ひ
と
り
親
に
対
す
る
税
制
上
の
対
応

（
所
得
税
、
個
人
住
民
税
）

１
．
大
綱
の
概
要

２
．
制
度
の
内
容

○
未
婚
の
ひ
と
り
親
に
つ
い
て
寡
婦
（
夫
）
控
除
を
適
用
す
る
。
こ
の
際
、
適
用
す
る
条
件
は
死
別
・
離
別
の
場
合
と
同
様
と
す
る
。

○
寡
婦
（
夫
）
控
除
に
つ
い
て
、以
下
の
見
直
しを
行
う。

①
寡
婦
に
寡
夫
と同
じ所
得
制
限
（
所
得
50
0万
円
（
年
収
67
8万
円
）
）
を
設
け
る
。

②
住
民
票
の
続
柄
に
「夫
（
未
届
）
」「
妻
（
未
届
）
」の
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、控
除
の
対
象
外
とす
る
。

③
子
あ
りの
寡
夫
の
控
除
額
（
現
行
所
得
税
27
万
円
、住
民
税
26
万
円
）
に
つ
い
て
、子
あ
りの
寡
婦
（
所
得
税
35
万
円
、住
民
税
30
万

円
）
と同
額
とす
る
。

（
注
１
）
上
記
の
改
正
は
、令
和
２
年
分
以
後
の
所
得
税
、令
和
３
年
度
分
以
後
の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
注
２
）
扶
養
親
族
が
い
な
い
死
別
女
性
、子
以
外
の
扶
養
親
族
を
持
つ
死
別
・離
別
の
女
性
（
所
得
50
0万
円
（
収
入
67
8万
円
）
以
下
）
に
つ
い
て
は
現
状
の
まま
とす
る
。

（
注
３
）
現
行
の
寡
婦
、寡
夫
又
は
単
身
児
童
扶
養
者
に
対
す
る
個
人
住
民
税
の
非
課
税
措
置
を見
直
し、
上
記
の
見
直
し後
の
寡
婦
若
しく
は
寡
夫
又
は
上
記
の
措
置
に
よ
り控
除
の

対
象
とな
る
未
婚
の
ひ
とり
親
（
これ
らの
者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
13
5万
円
を
超
え
る
場
合
を
除
く。
）
を対
象
とす
る
。

※
控
除
の
法
形
式
に
つ
い
て
は
検
討
中

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
つ
い
て
寡
婦
（
夫
）
控
除
を
適
用
す
る
。
こ
の
際
、
適
用
す
る
条
件
は
死
別
・
離
別
の
場
合
と
同
様
と
す
る
。
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